
　
医
療
費
の
領
収
書
は
自

宅
で
５
年
間
保
管
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ

ョ
ン
税
制
を
適
用
す
る
場

合
に
は
、
通
常
の
医
療
費

控
除
の
適
用
は
で
き
ま
せ

ん
（
選
択
適
用
）
。
ま
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②
給
与
を
１
か
所
か
ら
受

け
て
い
て
、
か
つ
、
そ
の

給
与
の
全
部
が
源
泉
徴
収

の
対
象
と
な
る
場
合
に
お

い
て
、
各
種
の
所
得
金
額

（
給
与
所
得
、
退
職
所
得

を
除
く
。
）
の
合
計
額
が

20
万
円
を
超
え
る
方

（
例
） 

給
与
を
１
か
所

か
ら
受
け
て
い
て
公
的
年

金
等
に
係
る
収
入
金
額
が

80
万
円
（
65
歳
以
上
の
方

（
昭
和
34
年
１
月
１
日
以

前
に
生
ま
れ
た
方
）
は
130

万
円
）
を
超
え
る
場
合

③
給
与
を
２
か
所
以
上
か

ら
受
け
て
い
て
、
か
つ
、

そ
の
給
与
の
全
部
が
源
泉

徴
収
の
対
象
と
な
る
場
合

に
お
い
て
、
年
末
調
整
を

さ
れ
な
か
っ
た
給
与
の
収

入
金
額
と
、
各
種
の
所
得

金
額
（
給
与
所
得
、
退
職

所
得
を
除
く
。）と
の
合
計

額
が
20
万
円
を
超
え
る
方

※

給
与
所
得
の
収
入
金
額

の
合
計
額
か
ら
、
所
得
控

除
の
合
計
額
（
雑
損
控

除
、
医
療
費
控
除
、
寄
附

金
控
除
及
び
基
礎
控
除
を

除
く
。
）
を
差
し
引
い
た

金
額
が
150
万
円
以
下
で
、

更
に
各
種
の
所
得
金
額

（
給
与
所
得
、
退
職
所
得

を
除
く
。
）
の
合
計
額
が

20
万
円
以
下
の
方
は
、
申

告
は
不
要
で
す
。

④
同
族
会
社
の
役
員
や
そ

の
親
族
な
ど
で
、
そ
の
同

族
会
社
か
ら
給
与
の
ほ
か

に
、
貸
付
金
の
利
子
や
資

産
の
賃
貸
料
な
ど
を
受
け

取
っ
て
い
る
方

⑤
災
害
減
免
法
に
よ
り
所

得
税
等
の
源
泉
徴
収
税
額

の
徴
収
猶
予
や
還
付
を
受

け
た
方

⑥
在
日
の
外
国
公
館
に
勤

務
す
る
方
や
家
事
使
用
人

の
方
な
ど
で
、
給
与
の
支

払
を
受
け
る
際
に
所
得
税

等
を
源
泉
徴
収
さ
れ
な
い

こ
と
と
な
っ
て
い
る
方

【
気
を
つ
け
た
い
事
項

（
一
部
抜
粋
）
】

⑴
基
礎
控
除

　
基
礎
控
除
に
つ
い
て
、

控
除
額
は
、
一
律
10
万
円

と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
合
計
所
得
金
額
が

２
，
４
０
０
万
円
を
超
え

る
個
人
に
つ
い
て
は
そ
の

合
計
所
得
金
額
に
応
じ
て

控
除
額
が
逓
減
し
、
合
計

所
得
金
額
が
２
，
５
０
０

万
円
を
超
え
る
個
人
に
つ

い
て
は
基
礎
控
除
の
適
用

は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
結

果
、
基
礎
控
除
額
は
、
個

人
の
合
計
所
得
金
額
に
応

じ
て
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お

り
と
な
り
ま
す
。

⑵
青
色
申
告
特
別
控
除

　
取
引
を
正
規
の
簿
記
の

原
則
に
従
っ
て
記
録
し
て

い
る
者
に
係
る
青
色
申
告

特
別
控
除
の
控
除
額
は
55

万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
取
引
を
正
規
の

簿
記
の
原
則
に
従
っ
て
記

録
し
て
い
る
者
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の

い
ず
れ
か
を
満
た
す
も
の

に
係
る
青
色
申
告
特
別
控

除
の
控
除
額
は
65
万
円
と

な
り
ま
す
。

①
そ
の
年
分
の
事
業
に
係

る
仕
訳
帳
お
よ
び
総
勘
定

元
帳
に
つ
い
て
、
優
良
な

電
子
帳
簿
の
要
件
を
満
た

し
て
保
存
を
行
っ
て
い
る

こ
と
。

　
な
お
、
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
年
の
翌
年
３
月

15
日
ま
で
に
届
出
書
を
提

出
し
て
い
る
こ
と
。

②
そ
の
年
分
の
所
得
税
の

確
定
申
告
書
、
貸
借
対
照

表
及
び
損
益
計
算
書
等
の

提
出
を
、
そ
の
提
出
期
限

ま
で
に
電
子
情
報
処
理
組

織
（e-T

ax

）
を
使
用
し

て
行
う
こ
と
。

⑶
医
療
費
控
除
の
適
用
を

受
け
る
際
の
確
定
申
告

　
申
告
す
る
方
や
そ
の
方

と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶

者
そ
の
他
の
親
族
の
た
め

に
、
令
和
５
年
中
に
支
払

っ
た
医
療
費
が
あ
る
場
合

は
、
次
の
と
お
り
計
算
し

た
金
額
を
医
療
費
控
除
と

し
て
、
所
得
金
額
か
ら
差

し
引
く
こ
と
が
で
き
ま

す
。
（
図
１
）

　
医
療
費
控
除
を
受
け
る

た
め
に
は
、
「
医
療
費
控

除
の
明
細
書
」
を
所
得
税

の
確
定
申
告
書
に
添
付
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
税
金
に
は
所
得
税
・
消

費
税
・
固
定
資
産
税
等
さ

ま
ざ
ま
な
種
類
が
あ
り
ま

す
が
、
私
た
ち
に
は
こ
れ

ら
を
納
付
す
る
義
務
が
あ

り
ま
す
。
こ
の
中
で
、
所

得
税
の
確
定
申
告
に
つ
い

て
は
毎
年
１
月
１
日
か
ら

12
月
31
日
ま
で
に
得
た
す

べ
て
の
所
得
を
計
算
し
、

申
告
・
納
税
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
手
続

き
を
確
定
申
告
と
言
い
ま

す
。
確
定
申
告
で
は
１
年

間
に
得
た
所
得
を
計
算

し
、
納
税
額
を
確
定
さ
せ

ま
す
が
、
あ
ら
か
じ
め
源

泉
徴
収
と
い
う
形
で
税
金

を
徴
収
さ
れ
て
い
る
場
合

や
、
予
定
納
税
と
い
う
形

で
税
金
を
前
払
い
し
て
い

る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
従

っ
て
、
確
定
申
告
は
税
金

を
計
算
し
払
っ
た
税
金
と

の
精
算
の
手
続
き
と
い
う

意
味
合
い
も
あ
り
ま
す
。

　
次
の
よ
う
な
場
合
は
、

確
定
申
告
が
必
要
で
す
。

■
一
般
の
方
の
場
合

①
事
業
所
得
、
不
動
産
所

得
、
給
与
所
得
、
配
当
所

得
、
一
時
所
得
又
は
雑
所

得
な
ど
が
あ
る
方
は
、
こ

れ
ら
の
所
得
金
額
の
合
計

額
が
基
礎
控
除
や
扶
養
控

除
な
ど
の
所
得
控
除
額
の

合
計
額
を
超
え
る
場
合

は
、
申
告
が
必
要
で
す
。

■
給
与
所
得
の
方

①
給
与
の
年
間
収
入
金
額

が
２
，
０
０
０
万
円
を
超

え
る
方

た
、
修
正
申
告
又
は
更
正

の
請
求
に
お
い
て
、
選
択

を
変
更
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。

⑷
税
務
関
係
書
類
に
お
け

る
押
印
義
務

　
提
出
者
等
の
押
印
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
税
務
関
係

書
類
に
お
い
て
、
原
則
と

し
て
、
押
印
を
要
し
な
い

こ
と
と
す
る
ほ
か
、
所
要

の
措
置
が
講
じ
ら
れ
ま
し

た
。

 

　
詳
細
は
、
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

https://w
w
w
.nta.go.jp/

 

確
定
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に
！

確
定
申
告
は
正
し
く
お
早
め
に
！

〜
令
和
５
年
分
の
所
得
税
等
の
確
定
申
告
の
相
談
及
び
申
告
書
の

　
　
　
受
付
は
、
令
和
６
年
２
月
16
日
（
金
）か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３
月
15
日
（
金
）
ま
で
で
す
〜

〒644-0011　御坊市湯川町財部654－4
ＴＥＬ：（0738）２４ー０３８０
ＦＡＸ：（0738）２４ー０３８１

西 田 光 作

許認可申請・契約書類作成

西田行政書士事務所

ギフト用品・日用品・卸小売

西 田 貞 蔵 商 店

御坊市御坊３
TEL　２２-０８２８
FAX　２２-１８３１

メガネ、補聴器、宝石

橋本時計店

リカー＆ギフトショップ

〒644-0001
　和歌山県御坊市御坊２１５
　TEL ０７３８－２２－２５９７
　FAX ０７３８－２２－２５９８

総合ギフト
和　洋　商
調　味　料
清涼飲料水
原米商店

場　所場　所　御坊商工会館　３階会議室

日　時　令和６年2月16日（金）
　　　午後１時～午後５時（1時間単位での予約）

※都合により、ご相談日時の変更等のお願いをする場合がございます。
※また、個別訪問も行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。
※ご相談については、完全予約制となっております。　
　必ず事前のご予約をお願いします。

ご予約・お問合せ先　御坊商工会議所  TEL22－1008まで

御坊商工会議所では、専門指導員（社会保険労務士）を配置した出張相談室を設
置し、就業規則作成変更、賃金・助成金等労務管理全般など、中小企業の労働面
の相談等にワン・ストップで対応しています。お気軽にお申込み下さい。

社会保険労務士に無料で相談できます

個別労務相談会

　 　 個人の合計所得金額

2,400万円以下

2,400万円超 2,450万円以下

2,450万円超 2,500万円以下

2,500万円超

控除額

48万円

32万円

16万円

0円

令和５年中
に支払った
医療費の
総額

保険金など
で補てんさ
れる金額

所得の合計額が
200万円までの
方は所得の合計
額の5％

医療費控除額
（最高200万円）10万円

図１
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Ｑ
．
電
子
申
告
の
利
用
手

続
及
び
利
用
方
法
を
教
え

て
く
だ
さ
い
。

Ａ
．e-T

ax

（
国
税
電
子

申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）

は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

国
税
に
関
す
る
申
告
や
納

税
、
申
請
・
届
出
な
ど
の

手
続
が
で
き
る
便
利
な
シ

ス
テ
ム
で
す
。

　
所
得
税
及
び
復
興
特
別

所
得
税
、
消
費
税
及
び
地

方
消
費
税
、
贈
与
税
の
申

告
書
や
青
色
申
告
決
算
書

な
ど
は
、「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
作

成
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。「
確
定
申
告
書
等
作

成
コ
ー
ナ
ー
」
を
利
用
し

て
、
画
面
案
内
に
従
っ
て

入
力
す
れ
ば
、
税
額
な
ど

が
自
動
計
算
さ
れ
ま
す
。

作
成
し
た
申
告
書
等
は

e-T
ax

に
よ
り
送
信
す
る

か
、
印
刷
し
て
郵
送
な
ど

に
よ
り
提
出
で
き
ま
す
。

ま
た
、「
確
定
申
告
書
等

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
申
告

書
を
作
成
し
てe-T

ax

で
申
告
書
を
送
信
す
る
場

合
、「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
方
式
」
と
「ID

・
パ

ス
ワ
ー
ド
方
式
」
の
選
択

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
方
式
」
と
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と

IC

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ

タ
を
利
用
し
てe-T

ax

を
行
う
方
法
で
す
。ま
た
、

IC

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ

タ
の
代
わ
り
に
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
対
応
の
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
も
ご
利
用

で
き
ま
す
。「ID

・
パ
ス

ワ
ー
ド
方
式
」
と
は
、
税

務
署
等
で
職
員
と
対
面
に

よ
る
本
人
確
認
を
行
っ
た

後
に
発
行
さ
れ
た
、

「ID

・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式

の
届
出
完
了
通
知
」
に
記

載
さ
れ
たe-T

ax

用
の

ID

・
パ
ス
ワ
ー
ド
を
利

用
し
て
、「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
か
ら

e-T
ax

を
行
う
方
法
で

す
。な
お
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
及
びIC

カ
ー
ド

リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
は
不
要
で

す
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や

タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
か
ら
送

信
す
る
こ
と
も
可
能
で

す
。

Ｑ
．
確
定
申
告
の
内
容
が

間
違
っ
て
い
た
場
合
、
ど

の
よ
う
な
手
続
き
を
す
れ

ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

Ａ
．
確
定
申
告
期
限
内
に

誤
り
に
気
付
い
た
場
合

は
、
改
め
て
申
告
書
等
を

作
成
し
、
確
定
申
告
期
限

ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
確
定
申
告
期

限
後
に
誤
り
に
気
付
い
た

場
合
は
、
次
の
よ
う
な
手

続
き
で
申
告
し
た
内
容
を

訂
正
し
ま
す
。

（
１
）
税
額
を
実
際
よ
り

多
く
申
告
し
て
い
た
と
き

　
納
付
す
べ
き
税
額
が
過

大
で
あ
る
と
き
、
純
損
失

等
の
金
額
が
過
少
で
あ
る

と
き
、
還
付
さ
れ
る
金
額

が
過
少
で
あ
る
と
き
な
ど

は
、
更
正
の
請
求
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
更
正
の
請
求
を
す
る
場

合
は
、｢

更
正
の
請
求
書｣

に
、
必
要
事
項
を
記
入
し

て
所
轄
の
税
務
署
長
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
更
正

の
請
求
が
で
き
る
期
間

は
、
原
則
と
し
て
、
法
定

申
告
期
限
か
ら
５
年
以
内

で
す
。

　
更
正
の
請
求
書
が
提
出

さ
れ
ま
す
と
、
税
務
署
で

そ
の
内
容
を
調
査
し
、
そ

の
請
求
内
容
が
正
当
と
認

め
ら
れ
た
と
き
は
、
減
額

更
正
（
更
正
の
請
求
を
し

た
方
に
そ
の
内
容
が
通
知

さ
れ
ま
す
。）
が
行
わ
れ
、

納
め
過
ぎ
の
税
金
が
還
付

さ
れ
ま
す
。

（
２
）
税
額
を
実
際
よ
り

少
な
く
申
告
し
て
い
た
と

き確
定
申
告
書
を
提
出
し
た

後
で
、
税
額
を
少
な
く
申

告
し
て
い
た
こ
と
に
気
付

い
た
と
き
は
、
修
正
申
告

を
し
て
正
し
い
税
額
に
修

正
し
て
く
だ
さ
い
。

 

令
和
４
年
分
以
降
の
所

得
税
及
び
復
興
特
別
所
得

税
の
修
正
申
告
を
す
る
場

合
は
、「
申
告
書
第
一
表
」

と
「
申
告
書
第
二
表
」
を

所
轄
税
務
署
長
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
（
令
和
３
年

分
以
前
の
所
得
税
及
び
復

興
特
別
所
得
税
の
修
正
申

告
を
す
る
場
合
に
は
、「
申

告
書
B
第
一
表
」
と
「
申

告
書
第
五
表
（
修
正
申
告

書
・
別
表
）」
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。）。
修
正
申

告
は
、
税
務
署
か
ら
更
正

を
受
け
る
ま
で
は
い
つ
で

も
で
き
ま
す
が
、
な
る
べ

く
早
く
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。

 

な
お
、
過
少
申
告
加
算

税
が
か
か
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

 

修
正
申
告
に
よ
っ
て
新

た
に
納
付
す
る
こ
と
に

な
っ
た
税
額
は
、
修
正
申

告
書
を
提
出
す
る
日
（
納

期
限
）
ま
で
に
納
め
て
く

だ
さ
い
。
こ
の
納
付
す
る

税
額
に
は
、
法
定
納
期
限

（
令
和
５
年
分
の
所
得
税

及
び
復
興
特
別
所
得
税
並

び
に
贈
与
税
は
令
和
６
年

３
月
15
日
（
金
）、
消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
は
令

和
６
年
４
月
１
日
（
月
））

の
翌
日
か
ら
完
納
す
る
日

ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
延

滞
税
が
か
か
り
ま
す
の
で
、

併
せ
て
納
付
し
て
く
だ
さ

い
。

Ｑ
．
消
費
税
及
び
地
方
消

費
税
の
申
告
を
す
る
必
要

が
あ
る
人
は
、
ど
の
よ
う

な
人
で
す
か
。

Ａ
．
令
和
５
年
分
の
消
費

税
及
び
地
方
消
費
税
の
確

定
申
告
を
す
る
必
要
が
あ

る
方
は
、
次
の
方
で
す
。

（
１
）
基
準
期
間
（
令
和

３
年
分
）
の
課
税
売
上
高

が
１
，
０
０
０
万
円
を
超

え
る
方

（
２
）
基
準
期
間
（
令
和

３
年
分
）
の
課
税
売
上
高

が
１
，
０
０
０
万
円
以
下

で
令
和
４
年
１
２
月
末
ま

で
に
「
消
費
税
課
税
事
業

者
選
択
届
出
書
」
を
提
出

し
て
い
る
方

（
３
）（
１
）、（
２
）
に
該

当
し
な
い
場
合
で
、
特
定

期
間
（
令
和
４
年
１
月
１

日
か
ら
令
和
４
年
６
月
３

０
日
ま
で
の
期
間
）
の
課

税
売
上
高
が
１
，
０
０
０

万
円
を
超
え
る
方

 

な
お
、
特
定
期
間
に
お

け
る
１
，
０
０
０
万
円
の

判
定
は
、
課
税
売
上
高
に

代
え
て
、
給
与
等
支
払
額

の
合
計
額
に
よ
る
こ
と
も

で
き
ま
す
。

（
４
）
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行

事
業
者
の
登
録
を
受
け
て

い
る
方

※

右
記
に
該
当
す
る
方
は
、

令
和
５
年
分
の
課
税
売
上

高
が
１
，
０
０
０
万
円
以

下
で
あ
っ
て
も
申
告
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
留
意
く
だ
さ
い
。

詳
細
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

http://w
w
w
.nta.go.jp/

確
定
申
告
期
に
多
い

お
問
い
合
わ
せ
事
項
Ｑ
＆
Ａ

確
定
申
告
期
に
多
い

お
問
い
合
わ
せ
事
項
Ｑ
＆
Ａ

確
定
申
告
期
に
多
い

お
問
い
合
わ
せ
事
項
Ｑ
＆
Ａ

（
一
部
抜
粋
）

会員増強運動の実施中！
新入会員をご紹介ください
会員増強運動の実施中！
新入会員をご紹介ください
会員増強運動の実施中！
新入会員をご紹介ください

お問い合わせは、御坊商工会議所（22－1008）まで

　商工会議所は地域経済団体として、商工業の総合的な改善、発展と各種調
査、国・行政・関係機関への意見・要望をはじめ、会員向けサービスなどを
行っています。
　地元の更なる発展をめざし、当所が各種事業を効果的に推進するためには、
一事業所でも多くの商工業者にご加入いただきお力添えを頂くことが、必要
不可欠であります。
　つきましては、会員の皆さまのお取引先やお知り合いで、まだ当所会員で
ない方がいらっしゃいましたら、ぜひ当所へのご加入をお勧めくださいます
ようお願い致します。
　また、ご紹介くだされば、早速当所より職員がお伺いいたします。

税務署からのお知らせ

●国税相談専用ダイヤルをご利用ください

電話番号：０５７０-００-５９０１（全国一律料金）
受付時間：平日８：３０～１７：００
（土日祝日及び１２月２９日～１月３日を除く）

国税に関するご質問・ご相談について

●御坊税務署内の確定申告会場の開設期間は、
　令和６年２月１６日（金）から３月１５日（金）です（閉庁日を除く。）。
●相談受付時間は、９時から１６時までです
　　　　　　　　　　（混雑状況により早めに相談受付を終了する場合があります。）。

御坊税務署の確定申告会場について

税理士による無料相談会場について

《令和５年分確定申告》

音声案内に沿って、次の
「０」～「６」を選択します。

「０」確定申告関係
「１」所得税
「２」源泉徴収、
　　　年末調整、
　　　支払調書
「３」譲渡所得、
　　　相続税、贈与税、　
　　　財産評価
「４」法人税
「５」消費税、印紙税
「６」その他

　令和５年分確定申告については、確定申告会場の混雑緩和を図るため、
確定申告会場への入場には「入場整理券」が必要となります。LINEを通
じたオンライン事前発行も可能です。
　入場整理券の配布状況に応じて、早めに相談受付を終了する場合があ
ります。

【確定申告会場への入場には、「入場整理券」が必要です】

土地等譲渡所得及び贈与税の相談を希望される方は、相談担当者が確定
申告会場に従事している次の日程にお越しください。
　２月 16 日（金）、19 日（月）、22 日（木）、26 日（月）、28 日（水）、29 日（木）
　３月５日（火）、６日（水）、11 日（月）、12 日（火）、15 日（金）

【土地等譲渡所得・贈与税の相談について】

会　場 日　程

御坊市役所（御坊市薗350） ２月６日（火）～８日（木） ９：３０～１１：３０
１３：００～１５：００

受付時間

※当会場は、御坊市以外にお住まいの方につきましても、ご利用いただけます。

【問合せ先】
御坊税務署　　〒６４４－０００２　御坊市薗４３０‐３
【電話番号：０７３８‐２２‐０６９５( 代表 )】
※上記代表番号にお掛けいただくと、自動音声によりご案内してい
ますので、アナウンスに従い操作してください。

【御坊地区税務協議会（御坊税務署・紀中県税事務所・御坊市役所・
日高郡内各町役場）・公益社団法人御坊納税協会】

相談内容によっては、所轄の税務署
へのご相談をお願いする場合があり
ます。
税務署、業務センター室からのお尋
ねに関するご質問については、所轄
の税務署、業務センター室へお問い
合わせください。
上記ナビダイヤルに繋がらない場合
は、所轄の税務署に電話して音声案
内「１」を選択してください。

・

・

・
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「
こ
の
渡
り
廊
下
は
わ

ざ
と
雪
や
落
ち
葉
が
舞
い

込
む
よ
う
に
つ
く
っ
て
あ

り
ま
す
」
。
長
野
県
須
坂

市
に
あ
る“

日
本
一
予
約

が
取
れ
な
い
宿
“
と
し
て

知
ら
れ
る
仙
仁
（
せ
に
）

温
泉
・
岩
の
湯
の
金
井
辰

巳
社
長
に
、
現
地
で
お
話

を
聞
く
機
会
が
あ
り
ま
し

た
。
山
間
の
あ
り
ふ
れ
た

温
泉
宿
だ
っ
た
こ
の
場
所

を
三
十
数
年
か
け
て
現
在

の
姿
に
つ
く
り
替
え
た
ス

ト
ー
リ
ー
は
、
驚
き
の
連

続
で
し
た
。

　
ま
ず
、
こ
の
宿
に
は
自

前
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
あ

り
ま
せ
ん
。
宿
泊
業
界
で

は
常
識
で
あ
る
ネ
ッ
ト
を

通
じ
た
予
約
受
け
付
け
や

情
報
提
供
は
し
て
い
ま
せ

ん
。
一
部
の
旅
行
サ
イ
ト

に
キ
ャ
ン
セ
ル
が
出
た
際

の
空
室
状
況
の
情
報
が
出

て
い
る
よ
う
で
す
が
、
そ

ち
ら
を
見
る
と
２
０
２
４

年
の
予
約
は
年
末
ま
で
１

日
も
空
き
が
あ
り
ま
せ

ん
。
宿
泊
客
の
ほ
と
ん
ど

が
ま
た
翌
年
以
降
の
予
約

を
入
れ
る
そ
う
で
す
。
ク

リ
ス
マ
ス
や
年
末
年
始
は

休
業
で
す
。

　
宿
は
渓
流
に
面
し
た
深

い
森
の
中
に
あ
り
ま
す
。

金
井
社
長
に
よ
る
と
、
窓

か
ら
見
え
る
木
々
は
全
て

自
身
で
種
類
や
枝
ぶ
り
か

ら
配
置
を
決
め
て
、
お
客

さ
ん
が
見
た
い
景
色
を
つ

く
り
育
て
て
い
る
そ
う
で

す
。
客
室
は
18
あ
り
、
食

堂
も
18
、
温
泉
の
浴
槽
も

大
小
合
わ
せ
て
現
在
18
あ

り
ま
す
。
ど
れ
も
全
て
が

違
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
形
や

温
度
、
設
備
を
変
え
て
い

ま
す
。

　
先
代
が
経
営
し
て
い
た

昭
和
の
時
代
は
ど
の
地
域

の
温
泉
宿
に
も
あ
る
よ
う

に
、
団
体
客
を
メ
イ
ン
に

し
た
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し

て
い
ま
し
た
。
交
通
の
便

も
良
く
な
い
上
、
特
に
知

ら
れ
た
観
光
地
に
近
い
わ

け
で
も
な
い
こ
の
宿
の
生

き
残
り
策
を
必
死
で
考
え

た
と
金
井
社
長
は
言
い
ま

す
。
「
山
間
の
小
さ
な
一

軒
家
」
に
し
か
で
き
な
い

こ
と
は
何
な
の
か
。
わ
ざ

わ
ざ
こ
の
宿
を
選
ん
で
く

れ
る
お
客
さ
ん
が
、
本
当

に
求
め
て
い
る
こ
と
は
何

な
の
か
。
そ
の
結
果
、

「
情
け
と
癒
し
と
旅
文
化

の
創
造
」
と
い
う
企
業
ミ

ッ
シ
ョ
ン
に
た
ど
り
着
い

た
そ
う
で
す
。

　
そ
し
て
そ
の
コ
ン
セ
プ

ト
に
共
感
し
て
く
れ
る
お

客
さ
ん
だ
け
に
タ
ー
ゲ
ッ

ト
を
絞
り
、
カ
ラ
オ
ケ
を

や
め
過
剰
な
接
待
サ
ー
ビ

ス
も
や
め
、
客
室
の
数
も

ぐ
っ
と
減
ら
し
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
日
々
改
良
や
改

修
を
重
ね
て
現
在
の
姿
に

至
っ
て
い
ま
す
。
と
に
か

く
毎
日
必
ず
ど
こ
か
を
変

え
て
い
る
と
言
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
リ
ピ
ー
タ
ー

も
毎
回
違
っ
た
体
験
を
得

ら
れ
ま
す
。

　
冒
頭
に
挙
げ
た
吹
き
さ

ら
し
の
渡
り
廊
下
も
当
初

は
ガ
ラ
ス
張
り
だ
っ
た
そ

う
で
す
。
そ
れ
を
あ
え
て

外
気
に
触
れ
る
よ
う
に
改

修
し
ま
し
た
。
「
わ
ざ
わ

ざ
こ
の
宿
を
選
ん
で
く
れ

る
お
客
さ
ん
は
、
冬
は
冬

の
寒
さ
や
雪
の
感
触
、
秋

は
秋
で
落
ち
葉
を
踏
む
感

触
、
空
気
の
匂
い
を
感
じ

た
い
は
ず
」
と
い
う
考
え

に
基
づ
き
、
変
え
た
と
の

こ
と
で
す
。
ち
な
み
に
年

末
年
始
を
休
業
に
す
る
の

は
従
業
員
に
休
ん
で
も
ら

う
た
め
。
家
族
の
誕
生
日

も
休
み
だ
そ
う
で
す
。
従

業
員
に
も
家
族
が
い
て
生

活
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

幸
せ
が
あ
る
。
こ
れ
を
な

い
が
し
ろ
に
し
て
は
良
質

の
サ
ー
ビ
ス
は
提
供
で
き

な
い
と
考
え
て
い
る
た
め

で
す
。
現
在
、
こ
の
宿
に

は
こ
こ
で
働
き
た
い
と
い

う
応
募
が
全
国
か
ら
来
て

い
る
そ
う
で
す
。

　
優
良
顧
客
に
選
ば
れ
て

高
付
加
価
値
サ
ー
ビ
ス
を

提
供
す
る
。
こ
れ
を
実
現

す
る
に
は
顧
客
の
心
の
奥

に
あ
る
欲
求
を
突
き
詰

め
、
そ
れ
を
具
現
化
す
る

ス
タ
ッ
フ
の
育
成
が
大
事

な
の
だ
と
強
く
感
じ
ま
し

た
。

 

日
経
Ｂ
Ｐ
総
合
研
究
所
　

　
　
上
席
研
究
員

渡
辺
　
和
博

御坊商工会議所青年部  情報通信

御坊商工会議所青年部
新春カラオケ大会を開催しました！

　御坊商工会議所青年部では、1 月 1２日（金）に sound cafe NEIRO
にて新春カラオケ大会を開催しました。
　委員会ごとにチームを分けて曲を歌い、その得点を競いました。今回は
なんと特別ゲストとして海南ＹＥＧと紀州有田ＹＥＧの皆さんが参加して
くれました。カラオケ中には参加者がステージに乱入。楽器演奏パフォー
マンスで会場を大いに盛り上げてくれました。
　のど自慢たちが圧倒的な歌唱力を披露するなか、最も得点を稼いで優勝を
勝ち取ったのは海南ＹＥＧチームの皆さんでした。おめでとうございます！

和歌山県商工会議所青年部連合会
創立30周年記念式典・第９回県連大会を開催！
　１月 20 日（土）マリーナシティホテルにて和歌山県商工会議所青年
部連合会 創立 30 周年記念式典・第９回県連大会が開催されました。
　御坊商工会議所青年部からは７名が出席。はじめに役員会を行った
あと、記念式典、記念講演を開催。記念式典では前年度から始まった
県連旗の伝達式が行われ、海南 YEG から紀州有田 YEG へと県連旗が伝
達されました。記念講演では日本ＹＥＧ筆頭副会長 吉川裕太氏より「Ｙ
ＥＧとして飛躍するために」をテーマにご講演していただきました。

ト
レ
ン
ド
通
信

「
客
が
本
当
に
求
め
て
い
る
こ
と
は
何
な
の
か
」

突撃！

インタビ
ュー！！

経営指導員

事業所訪問
さいぜ 行くが

御坊には色んなシゴトがあるけれど、その実態がよくわからない。
やりがいや本音、現場の空気がもっと知りたい！

そんな思いに応えてさまざまなシゴトを突撃インタビュー！

　当商工会議所職員の西瀨紗妃が会員事業所への突撃インタビューをして、
「商売人の声」をお届けいたします。
　今月の訪問は、国道42号線道路沿いにある“OSTERIA(オステリア)伊和(イ
ワ)”。にて店主の岩﨑さんに早速、突撃インタビュー！！
「イタリア料理を和歌山で」と言う思いで名づけられ、２０１１年にオープン
して今年で１２年目となるOSTERIA　伊和さん。店内はイタリアの田舎をイメ
ージで日本とは違った雰囲気でイタリアに来たかのような気分になります。
　お客様に新鮮な野菜を食べてほしいと
いう思いから提供される野菜は農家をし
ている実家の畑でその日使用する分のみ
を自身の目で目利きし収穫されていま
す。そのため提供される野菜はどれも
瑞々しく、野菜の甘みなどが感じられま
す。
　化学調味料を使わないこともこだわり
の一つで自家製にこだわっており、お子
さま連れのお客様にも安心して食べて頂けます。
西瀬が思う岩﨑さんの特にすごい点は調理からサー
ビスまですべておひとりでされている点です。忙し
いランチ時でもスピーディに調理からサービスまでされているのにも関わら
ず、いつもとても丁寧な接客をされています。
　こだわりが詰まった岩﨑さんの料理で特におすすめを聞くと季節に応じて野
菜の種類が変わるピザの“オルトラーナ”を教えて頂きました。常時8種類の野
菜を使用するオルトラーナは訪れる季節で毎回違った味になり、常連のお客様
にも「いつも食べても飽きが来ない」と喜ばれる一品だそうです。
今後も四季で変化していく岩﨑さんの料理を楽しみにしています。

所在地　御坊市湯川町冨安 1863-2
T E L　０７３８－２２－２２６１
時　間　ランチ　　１１：３０～１４：３０
　　　　ディナー　１８：００～２１：００
定休日　火曜日
テイクアウト　あり（２～３日前までに要予約）
H　P    https://osteria-iwa.com/
Instagram　＠osteriaiwa

OSTERIA  
 

 

facebook

HP

Instagram

　当商工会議所職員の西瀨紗妃が会員事業所への突撃インタビューをし
て、「商売人の声」をお届けいたします。
　今月の訪問は、湯川町財部消防署近くにある“cafe amigo”にて店主
の大野さんに、突撃インタビュー！！
　テナントの２階にあるお店のドアを開けると落ち着いた空間が広がり、
優しい笑顔の店主美由紀さんが出迎えてくれました。
　趣味が“カフェ巡り”という美由紀さんは各地にあるいろんなテイスト
のカフェに足を運ばれたそうで、カフェ巡りをしていく中で「自分自身の
お店を持ちたい」という思いが日に日に強くなり、知人たちからアドバイ
スをもらいながら、令和元年に念願のお店「cafe amigo」をオープンし
ました。
　オープンして間もなくコロナウイルスが広まり
厳しい状況でしたが、周りのお客様や知人からの
アドバイスや支えがあったおかげで頑張ってこれ
ましたと明るい笑顔で言っておられました。
　cafe amigo では人気のランチメニューがな
んと終日食べることが出来ます。
　メニューは週替わりランチと定番ランチ（４
種類）があり、週替わりではメインのおかずが
２種類もありボリュームたっぷりのメニューとなっています。ランチメ
ニューの中で特に人気なのがハンバーグランチ！ハンバーグファンの常連
客の方もいらっしゃると言うハンバーグは、ひとつひとつ手ごねで作られ
ており、デミグラスソースまで店主の大野さんの手作りと言うこだわりの
一品となっています。
　手ごねの為、形が不揃いの時もあるんですけどねと美由紀さんは少し恥
ずかしそうに笑っていました。
　cafe amigo の魅力のもう一つが夜カフェ。昼間と同じようにランチとお
茶を楽しめることに加えてお酒とカラオケも楽しめる空間となっています。
　ランチタイムを逃してしまったそこのあなた！！昼と夜の楽しみ方があ
る cafe amigo。ぜひ昼と夜どちらも行って見てください、優しい笑顔の
美由紀さんが皆様の来店をお待ちしています。

●今月の突撃・ターゲット

大野　美由紀さん

｢ゆっくりとくつろいでみて」　

cafe amigo みゆきおおの

所在地　　御坊市湯川町財部 217-2
　　　　　サランバンテナントハウス 2F
ＴEＬ　　090-5155-1062
時　間　　昼カフェ：１１：００～１６：００
　　　　　夜カフェ：１７：００～２３：００
定休日　　火曜日
テイクアウト　あり（お弁当 600 円又は 700 円）
Instagram　＠amigo8911
ランチ時は混み合うこともあるので予約されることをおすすめします。



　
勤
務
時
間
が
次
の
①
ま

た
は
②
に
該
当
す
る
場
合

は
、
休
憩
時
間
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

①
６
時
間
を
超
え
８
時
間

以
内
の
場
合

↓
少
な
く
と
も
４
５
分

②
８
時
間
を
超
え
る
場
合

↓
少
な
く
と
も
１
時
間

●
退
職
に
関
す
る
チ
ェ
ッ

ク
ポ
イ
ン
ト

１
退
職
届
を
書
面
で
も
ら

い
ま
し
ょ
う

　
退
職
時
に
は
ト
ラ
ブ
ル

が
発
生
し
や
す
い
の
で
、

退
職
届
を
本
人
か
ら
書
面

で
も
ら
う
よ
う
に
し
ま
し

ょ
う
。

２
解
雇
の
手
続

　
解
雇
を
す
る
場
合
に

は
、
少
な
く
と
も
３
０
日

以
上
前
に
予
告
す
る
か
、

３
０
日
分
以
上
の
平
均
賃

金
の
支
払
が
必
要
と
な
り

ま
す
。

３
解
雇
で
き
な
い
期
間

　
解
雇
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
期
間
（
解
雇
制
限
期

間
）
が
あ
り
ま
す
。
天
変

事
変
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
事
由
の
た
め
に
事
業
の

継
続
が
不
可
能
と
な
っ
た

場
合
は
除
き
ま
す
。

①
業
務
上
の
負
傷
、
疾
病

に
よ
る
療
養
の
た
め
に
休

業
す
る
期
間
お
よ
び
そ
の

後
３
０
日
間

②
産
前
産
後
休
業
期
間
お

よ
び
そ
の
後
３
０
日
間

４
有
期
労
働
契
約
の
場
合

　
期
間
を
定
め
て
締
結
さ

れ
た
労
働
契
約
は
、
そ
の

期
間
、
従
業
員
が
「
働
く

こ
と
」
、
会
社
が
「
賃
金

を
支
払
う
こ
と
」
を
双
方

で
約
束
し
て
い
る
の
で
、

や
む
を
え
な
い
相
当
の
事

由
が
あ
る
場
合
で
な
け
れ

ば
、
契
約
期
間
が
満
了
す

る
ま
で
の
間
に
お
い
て
、

そ
の
従
業
員
を
解
雇
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

⑴
雇
止
め
の
予
告

　
会
社
は
期
間
の
定
め
の

●
入
社
時
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ

イ
ン
ト

１
労
働
契
約
は
書
面
で
取

り
交
わ
し
ま
し
ょ
う
。

　
労
働
契
約
を
締
結
ま
た

は
更
新
を
す
る
と
き
は
、

賃
金
や
勤
務
時
間
な
ど
の

労
働
条
件
を
書
面
の
交
付

に
よ
り
明
示
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
契
約
後
の

ト
ラ
ブ
ル
を
防
ぐ
た
め
に

も
、
書
面
で
明
示
し
ま
し

ょ
う
。

労
働
契
約
の
基
本
ル
ー
ル

　
労
働
契
約
を
締
結
ま
た

は
変
更
す
る
場
合
に
は
、

会
社
と
従
業
員
の
合
意
に

よ
る
こ
と
が
原
則
と
な
り

ま
す
。
労
働
契
約
の
内
容

に
つ
い
て
、
き
ち
ん
と
説

明
を
し
て
、
従
業
員
の
理

解
を
深
め
、
あ
と
で
ト
ラ

ブ
ル
に
な
ら
な
い
よ
う
に

書
面
で
確
認
す
る
な
ど
、

契
約
内
容
を
は
っ
き
り
さ

せ
て
お
く
こ
と
が
大
切
で

す
。

２
試
用
期
間
を
設
け
る
場

合

(

１)

試
用
期
間

　
試
用
期
間
と
は
、
採
用

後
に
実
際
に
一
定
期
間
、

業
務
に
つ
い
て
も
ら
い
、

勤
務
成
績
、
勤
務
態
度
、

能
力
、
健
康
状
態
な
ど
が

会
社
の
求
め
る
水
準
に
達

し
て
い
る
か
を
確
認
し

て
、
本
採
用
す
る
か
ど
う

か
を
判
断
す
る
期
間
を
い

い
ま
す
。

　
試
用
期
間
中
で
あ
っ
て

も
、
従
業
員
と
し
て
の
権

利
は
通
常
の
従
業
員
と
同

じ
と
な
り
ま
す
。
社
会
保

険
の
加
入
基
準
に
つ
い
て

も
、
従
業
員
と
同
様
と
な

り
ま
す
。

　
試
用
期
間
を
設
け
る
場

合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
従

業
員
に
そ
の
意
味
と
、
解

雇
事
由
（
就
業
規
則
や
労

働
契
約
書
へ
明
示
）
に
該

当
し
た
場
合
に
は
、
試
用

期
間
満
了
時
ま
た
は
そ
れ

以
前
に
お
い
て
も
解
雇
す

る
こ
と
が
あ
る
旨
を
入
社

時
に
十
分
説
明
し
て
お
き

ま
し
ょ
う
。

　
試
用
期
間
中
の
解
雇
に

つ
い
て
は
、
通
常
の
場
合

よ
り
広
い
範
囲
で
解
雇
の

自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
採
用
時
に
確
認
で

き
な
か
っ
た
こ
と
や
、
客

観
的
に
合
理
的
な
不
適
格

性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

　
試
用
期
間
中
の
従
業
員

の
適
性
に
大
き
な
問
題
が

あ
る
と
認
識
し
た
場
合
に

は
、
本
人
と
面
談
し
、
改

善
を
促
し
ま
し
ょ
う
。
面

談
実
施
後
も
、
改
善
が
見

ら
れ
ず
、
本
採
用
が
難
し

い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に

は
、
早
め
に
本
採
用
で
き

な
い
旨
の
十
分
な
説
明
を

し
、
法
令
の
手
順
に
よ
っ

て
、
解
雇
の
手
続
を
行
い

ま
す
。

解
雇
予
告
に
つ
い
て

試
用
期
間
中
の
解
雇
に
つ

い
て
は
、
採
用
か
ら
14
日

以
内
で
あ
れ
ば
解
雇
予
告

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

３
有
給
休
暇

　
有
給
休
暇
は
、
正
社
員

や
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト

な
ど
雇
用
形
態
に
か
か
わ

ら
ず
、
要
件
を
満
た
せ

ば
、
誰
に
で
も
発
生
し
ま

す
。

⑴
有
給
休
暇
の
発
生
要
件

　
有
給
休
暇
は
次
の
①
、

②
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、

会
社
の
承
認
が
な
く
て

も
、
当
然
に
権
利
が
発
生

し
ま
す
。

①
６
ヶ
月
間
以
上
継
続
勤

務
し
て
い
る
こ
と

②
そ
の
間
の
全
勤
務
日
の

８
割
以
上
出
勤
し
て
い
る

こ
と

⑵
取
得
日
数

　
有
給
休
暇
は
次
の
表
を

参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

１
週
間
の
所
定
労
働
時
間

が
30
時
間
未
満
の
人

⑶
年
５
日
の
取
得

　
有
給
休
暇
が
10
日
以
上

付
与
さ
れ
る
従
業
員
に

は
、
年
５
日
の
有
給
休
暇

を
取
得
さ
せ
る
こ
と
が
会

社
側
の
義
務
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
会
社
は
、
従

業
員
ご
と
に
年
次
有
給
休

暇
管
理
簿
を
作
成
し
、
３

年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

４
休
憩
時
間
を
与
え
ま
し

ょ
う

　
勤
務
時
間
の
長
さ
に
よ
っ

て
、
与
え
る
必
要
の
あ
る
休

憩
時
間
が
異
な
り
ま
す
。

あ
る
労
働
契
約
（
あ
ら
か

じ
め
そ
の
契
約
を
更
新
し

な
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
て

い
る
も
の
を
除
き
ま
す
。）

を
更
新
し
な
い
場
合
に

は
、
少
な
く
と
も
契
約
の

期
間
が
満
了
す
る
３
０
日

前
ま
で
に
、
そ
の
予
告
を

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
雇
止
め
予
告
が
必
要
と

な
る
期
間
の
定
め
の
あ
る

労
働
契
約
と
は
、

①
期
間
の
定
め
の
あ
る
労

働
契
約
が
３
回
以
上
更
新

さ
れ
て
い
る
場
合

②
１
年
以
下
の
契
約
期

間
の
労
働
契
約
が
更
新
ま

た
は
反
復
更
新
さ
れ
、
最

初
に
労
働
契
約
を
締
結
し

て
か
ら
継
続
し
て
通
算
１

年
を
超
え
る
場
合

③
１
年
を
超
え
る
契
約
期

間
の
労
働
契
約
を
結
ん
で

い
る
場
合
が
対
象
と
な
り

ま
す
。

⑵
雇
止
め
の
理
由
の
明
示

　
会
社
は
、
雇
止
め
の
予

告
後
に
そ
の
社
員
が
雇
止

め
の
理
由
に
つ
い
て
証
明

書
を
請
求
し
た
場
合
に

は
、
遅
滞
な
く
証
明
書
を

交
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　
ま
た
、
雇
止
め
後
に
社

員
か
ら
請
求
さ
れ
た
場
合

も
同
様
で
す
。

　
明
示
す
べ
き
﹇
雇
止
め

の
理
由
﹈
は
、
単
に
﹇
契

約
期
間
の
満
了
﹈
と
す
る

の
で
は
な
く
、
具
体
的
な

理
由
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

●
そ
の
他

こ
の
他
に
も
従
業
員
を
雇

わ
れ
る
場
合
は
労
働
保
険

（
労
災
保
険
・
雇
用
保

険
）
や
社
会
保
険
（
健
康

保
険
・
厚
生
年
金
）
の
加

入
が
必
要
な
場
合
も
あ
り

ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
御
坊
労

働
基
準
監
督
署
も
し
く
は

御
坊
商
工
会
議
所
ま
で
。

〒649-1342
御坊市藤田町吉田１０２６－１
TEL ０７３８（２２）８０４６
FAX ０７３８（２３）５６７６

E T C ・ カ ー ナ ビ
カーエアコン・バッテリー
各 種 自 動 車 全 般　他

㈱テック・マルヤマ㈱テック・マルヤマ
株式会社 建築デザイン

代表取締役 細 川 豊 志
〒644-0011

リフォーム・カーテン・ブラインド・内装
の事ならおまかせ下さい。少しの修理でも
お電話お待ちしています。

御坊市湯川町財部３２６－１２
TEL ０７３８－２３－０８９４
FAX ０７３８－２２－９９０８

INTERIOR  HOSOKAWA

御坊商工会議所ニュース 第380号（４）令和６年２月

勤続年数

０.５年

１.５年

２.５年

３.５年

４.５年

５.５年

６.５年以上

付与日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

所定労働日数

５日以上

４日

３日

２日

１日

217日
以上

169日～
216日
121日～
168日
73日～
120日
48日～
72日

週 １年間 0.5年

10日

７日

５日

３日

１日

11日

８日

６日

４日

２日

12日

９日

６日

４日

２日

14日

10日

８日

５日

２日

16日

12日

９日

６日

３日

18日

13日

10日

６日

３日

20日

15日

11日

７日

３日

1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上

勤続年数

知
っ
て
お
き
た
い
会
社
の
労
務
管
理

知
っ
て
お
き
た
い
会
社
の
労
務
管
理

　エキスパートバンクは、さまざまな問題に直面する商工業者の皆さ
まの経営・技術強化を支援する制度です。
　商工業者（従業員数　製造業 20 人以下、商業・サービス業５人以下）
の皆さまからのご要望に応じて、商工会議所に登録されたエキスパー
ト（専門家）を直接事業所に派遣し、具体的・実践的なアドバイスによっ
て問題の解決に役立てていただくものです。
　お気軽に御坊商工会議所までご相談ください。
特色
1事業所 1相談まで無料。ただし、2回目以降の派遣については、1回
につき専門家謝金 10,000 円と交通費の 1／ 3を負担頂きます。（教材・
材料費は実費負担）

ご利用の流れ
①御坊商工会議所へご相談ください。
②ご相談の内容に応じて、専門家（エキスパート）を決定。
③専門家があなたの事業所を直接訪問し、問題解決のための支援を行
　います。
④支援終了後でも、さらなる問題点がある場合は、ご相談に応じます。
お申込み・お問い合わせは、御坊商工会議所まで

○事業計画の立て方
○販売促進
○店舗レイアウト・ディスプレイの考案
○パソコンの有効活用
○会計システムの導入
○人材教育

○ISO取得支援
○生産体制の見直し
○品質管理の進め方
○新技術の開発
○経営革新への取り組み
○税務・法律・労務・特許
　　　　　　　　　　等

あなたの企業経営を専門家が応援します！

エキスパート・バンク

支援内容


